
   横須賀市送迎車両購入補助金交付要綱  

（総則）  

第１条  生活介護事業所において、利用者の送迎体制を充実させるため、送迎車

両の購入に対する補助金の交付について、補助金等交付規則（昭和 47年横須賀

市規則第 33号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定め

るところによる。  

（用語の定義）  

第２条  この要綱における用語の定義は、  障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）の例による。  

（補助対象）  

第３条  新たに障害者の送迎を開始する市内の生活介護事業者（本市及び神奈川

県の指定管理者を除く）が、障害者の送迎に使用することを目的とした車両本

体の購入費とする。  

２  前項の規定に関わらず、他の公的助成金を受けるものは、補助の対象としな

い。  

（補助金額）  

第４条  補助金の額は、予算の範囲内において、１事業所あたり、車両１台 150

万円を限度とする。なお、補助割合は３ /４とする。  

（交付申請）  

第５条  規則第４条第１項第３号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げ

るものとする。  

 (１ ) 見積書の写し  

 (２ ) その他市長が必要と認める書類  

（実績報告）  

第６条  規則第 10条に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。  

 (１ ) 収支決算書  

 (２ ) 購入車両に関する支出証拠書類（請求書及び領収書の写し等）  

 (３ ) 購入車両の自動車検査証の写し  

 (４ ) その他市長が必要と認める書類  

（財産処分の制限）  

第７条  規則第 15条ただし書の規定による市長が定める期間は、補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成 27年厚生労働省

告示第 320号）を準用し、４年とする。  

（書類等の整備 ) 



第８条  補助事業者は、規則第８条に規定する書類及び帳簿等を当該補助事業

の完了の日の属する会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

（その他）  

第９条  この要綱の施行に必要な事項は、民生局福祉こども部長が定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は，令和８年４月１日から施行する。  


